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【問い合わせ先】 柏崎市役所  ０２５７－２３－５１１１（代） 

●福祉課  障害福祉係、障害相談係 TEL：２１－２２９９ FAX：２１－１３１５ 
（〒９４５－８５１１ 日石町２-１） 

 
●高柳町事務所   TEL：４１－２２３３  FAX：４１－２２３５ 

（〒９４５－１５９５ 高柳町岡野町１８４９-１） 
 
●西山町事務所  TEL：４７－４００１  FAX：４７－２９１９ 
（〒９４９－４１９３ 西山町池浦１１７-２） 

 

令和 5(2023)年 4 月 1 日現在 

 

 
※このガイドブックは、表紙に記載の日付現在のものです。  

今後、法改正や制度変更等により、内容が変わる場合がありますので、ご了承ください。 

 



 

 

制度等一覧 

（目次） 

➋医療 
➌障害福祉 
サービス 

➍手当・年金 ➎自動車 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
（
県
障
） 

自
立
支
援
医
療
（
更
生
） 

自
立
支
援
医
療
（
育
成
） 

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
） 

精
神
障
害
者
医
療
費
助
成
（
入
院
） 

介
護
給
付
、
訓
練
等
給
付 

地
域
生
活
支
援
事
業 

障
害
児
福
祉
手
当 

特
別
障
害
者
手
当 

特
別
児
童
扶
養
手
当 

在
宅
重
度
重
複
障
害
者
介
護
見
舞
金 

心
身
障
害
者
扶
養
共
済 

障
害
年
金 

自
動
車
改
造
費
の
助
成 

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
の
補
助 

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引 

（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
） 

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章 

新
潟
県
お
も
い
や
り
駐
車
場
制
度 

福
祉
有
償
タ
ク
シ
ー 

自
動
車
燃
料
費
等
の
助
成 

➊各種手帳の交付は 
１～４ページを 
ご覧ください 

（
本
人
運
転
） 

（

介
護
者
運
転
） 

（
本
人
運
転
） 

（

介
護
者
運
転
） 
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身

体

障

害

者

手

帳 

（
身
体
手
帳
） 

 

視覚 

１ ○ ○ 対
象
医
療
の
受
給
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
児
童 

対
象
医
療
の
受
給
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方 

対
象
疾
患
の
た
め
入
院
治
療
が
必
要
な
方
（
他
の
医
療
費
助
成
を
受
け
ら
れ
る
場
合
を
除
く
） 

○ ○ 在
宅
で
常
時
介
護
を
要
す
る
最
重
度
の
障
害
の
あ
る
児
童 

在
宅
で
常
時
介
護
を
要
す
る
最
重
度
の
障
害
の
あ
る
方 

在
宅
で
心
身
に
重
度
か
ら
中
度
の
障
害
の
あ
る
児
童
（
20
歳
未
満
）
を
養
育
し
て
い
る
方 

在
宅
で
療
育
手
帳
Ａ
所
持
者
で
あ
り
、
か
つ
重
度
の
身
体
障
害
を
重
複
し
て
い
る
方
を
介
護
し
て
い
る
保
護
者 

○ 障
害
の
状
態
が
障
害
等
級
表
に
定
め
る
等
級
に
該
当
し
、
年
金
の
加
入
状
況
、
保
険
料
の
納
付
要
件
を
満
た
す
方 

  ○ ○ ○ ○ ○ 障
害
な
ど
が
あ
り
、
介
助
な
し
で
の
移
動
、
タ
ク
シ
ー
や
公
共
交
通
機
関
の
単
独
利
用
が
困
難
な
方 

○ 

２ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  

４  ○ ○ ○    ○ ○ △ ○ ○  

５  ○ ○ ○     ○     

６  ○ ○ ○     ○     

聴覚及び 
平衡機能 

２ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  ○  ○ 

３ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ △  

４  ○ ○ ○    ○ ○ △    

５  ○ ○ ○     ○   △  

６  ○ ○ ○     ○     

音声･言語 
そしゃく 

３ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○     

４  ○ ○ ○    ○ ○     

肢体 
不自由 

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 

３ ○ ○ ○ ○ ○ △  ○ ○ △ △ △  

４  ○ ○ ○  △  ○ ○  △ △  

５  ○ ○ ○  △   ○   △  

６  ○ ○ ○  △   ○   △  

内部 

１ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○ 

３ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ △ 

４  ○ ○ ○    ○ ○ △  ○ △ 

療育手帳 
Ａ ○  ○ ○ ○     ○ ○ ○ 〇 

Ｂ   ○ ○ ○       ○  

精神障害者 
保健福祉手帳 
（精神手帳） 

１ ○  ○ ○ △      ○ ○ 〇 

２   ○ ○ △       ○  

３   ○ ○ △         

難病患者等   △ △        ○  

年齢制限等 
主な条件 

 

18
歳
以
上 

18
歳
未
満 

    

20
歳
未
満 

20
歳
以
上 

   

20
歳
以
上 

     

歩
行
困
難 

事
前
登
録 

 

所得要件 有 有 有 有    有 有 有 有   有        

「○」は該当、「△」は一部該当です。○、△の場合でも、年齢・所得・程度・要件等により該当しない場合があります。  
 



➏公共料金等の割引 
➐税の 
軽減 

➑
住
宅 

➒補装具 
日常生活用具 

➓その他 
 

タ
ク
シ
ー
券 

作
業
所
通
所
交
通
費
の
助
成 

ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
割
引 

公
共
交
通
運
賃
の
割
引 

（
鉄
道･

バ
ス･

旅
客
船･

航
空
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
優
遇
措
置 

携
帯
電
話
基
本
使
用
料
の
割
引 

公
共
施
設
利
用
料
等
の
割
引 

所
得
税
、
県･

市
民
税 

自
動
車
税
（
種
別
割
・
環
境
性
能
割
） 

安
心
住
ま
い
る
整
備
補
助
事
業 

補
装
具
の
支
給 

日
常
生
活
用
具
の
給
付 

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
日
常
生
活
用
具
の
給
付 

軽･

中
等
度
難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
の
助
成 

軽･

中
等
度
難
聴
者
補
聴
器
購
入
費
の
助
成 

紙
お
む
つ
購
入
費
の
助
成 

緊
急
通
報
装
置
の
貸
与 

点
訳･

音
訳
Ｃ
Ｄ
の
配
布 

手
話
通
訳･

要
約
筆
記
の
派
遣 

生
活
福
祉
資
金 

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業 

26 27 28 28 30 31 31 32 33 34 37 38 40 47 48 48 49 49 50 50 50 50 ページ 

○ △ ○ 障
害
の
種
類
や
利
用
形
態
な
ど
で
割
引
の
内
容
が
異
な
り
ま
す
。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
て
、
他
の
制
度
対
象
と
な
ら
な
い
在
宅
の
児
童 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
ず
、
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30

db
以
上
70

db
未
満
の
児
童 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
ず
、
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30

db
以
上
70

db
未
満
の
者 

○ ○ ○  ○ 助
成
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
困
難
な
方 

１ 

視覚 

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ２ 

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ △  ○ ○  ○ ３ 

 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  ○ △  ○ ○  ○ ４ 

 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ △  ○ ○   ５ 

 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ △  ○ ○  ○ ６ 

○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ２ 

聴覚 
及び 
平衡 
機能 

 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○  ○ △  ○  ○ ○ ３ 

 △ ○ ○ △ ○ ○ ○   ○ △  ○  ○ ○ ４ 

 △ ○ ○ △ ○ ○ ○   ○ △  ○  ○ ○ ５ 

 △ ○ ○ △ ○ ○ ○   ○ △  ○  ○ ○ ６ 

 △ ○ △ △ ○ ○ ○ △  ○ ○  ○  ○ ○ ３ 音声･言語 
そしゃく  △ ○ △ △ ○ ○ ○   ○ △  ○  ○ ○ ４ 

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 〇 ○ ○ ○ ○   ○ １ 

肢体 
不自由 

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 〇 ○ ○ ○ ○   ○ ２ 

△ △ ○ △ △ ○ ○ ○ △  ○ △  ○   ○ ３ 

 △ ○ △ △ ○ ○ ○ △  ○ △  ○   ○ ４ 

 △ ○ △ △ ○ ○ ○ △  ○ △  ○   ○ ５ 

 △ ○ △ △ ○ ○ ○ △  ○ △  ○   ○ ６ 

○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○   ○ １ 

内部 
○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○   ○ ２ 

○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○   ○ ３ 

△ △ ○ △ △ ○ ○ ○   ○ △  ○   ○ ４ 

○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ Ａ 
療育手帳 

 △ ○ △ △ ○ ○ ○      ○   ○ Ｂ 

〇 △  ○ △ ○ ○ ○ △    ○    ○ １ 精神 
障害者 
保健福祉 
手帳 

 △  △ △ ○ ○ ○     ○    ○ ２ 

 △  △ △ ○ ○ ○         ○ ３ 

          △       難病患者等 

 

 

 

 

  

本
人
契
約 

本
人 

  

介
護
保
険
優
先 

介
護
保
険
優
先 

在
宅 

介
護
保
険
優
先 

18
歳
未
満 

18
歳
未
満 

18
歳
以
上 

在
宅 

65
歳
未
満 

一
人
暮
ら
し 

65
歳
未
満 

    

年齢制限等 
主な条件 

    有       有     有 有   有 有 所得要件 

詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。 
  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入 

が
必
要
な
手
続
き

で
は
、
次
の
ど
ち
ら
か
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。 

① 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
身
元
確
認
書
類 


